
野田市制施行７５周年記念市民アイデア事業実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、野田市制施行７５周年記念市民アイデア事業との表示を

含む事業（以下「市民アイデア事業」という。）の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（対象事業）

第２条 市民アイデア事業の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当す

る事業とする。

(1) 野田市制施行７５周年記念事業として新たに実施する事業又はこれまで

に実施している事業であって、野田市制施行７５周年を記念し、工夫を加

えて実施する事業

(2) 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に実施する事業

２ 市民アイデア事業を実施することができる者は、次の各号のいずれかに該

当する団体とする。

(1) 市内に活動拠点を有する特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）

第２条第２項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他広

くまちづくりを行う団体

(2) 野田市自治会等交付金及び自治会長等報償金交付規則（平成１１年野田

市規則第２４号）第２条第１号に規定する自治会等

(3) 前各号に掲げるもののほか、構成員に市民（市内に住所を有する者又は市

内に勤務先若しくは通学先を有する者をいう。）を含む５人以上の団体

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、市民アイ

デア事業の対象としない。

(1) 市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがある事業

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業

(3) 特定の政党、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤

解を与え、又は与えるおそれがある事業

(4) 野田市暴力団排除条例（平成２３年野田市条例第３０号）第２条第１号

に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等と密接な関係を有



する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業

（承認の申請）

第３条 市民アイデア事業を実施しようとする者は、野田市制施行７５周年記

念市民アイデア事業承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長

に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。

(1) 野田市行事の共催及び後援に関する規則（平成１５年野田市規則第９９

号）又は野田市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則（昭和４８年

野田市教育委員会規則第３号）の規定により共催又は後援の承認を受けた

とき。

(2) 市及び本市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者が実施するとき。

(3) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校が教育の

目的で実施するとき。

（承認の決定）

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、市民ア

イデア事業の承認の可否を決定し、野田市制施行７５周年記念市民アイデア

事業承認（不承認）決定通知書により申請者に通知するものとする。

２ 市長は、前項の審査を適正かつ効率的に行うため、野田市市民活動支援セ

ンター運営協議会（以下「協議会」という。）に審査を行わせるものとする。

３ 協議会での審査の方法その他協議会の運営に関する事項は、別に定める。

（承認の条件）

第５条 市長は、前条第１項の規定による承認に当たり、市民アイデア事業の

目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができ

る。

（支援等）

第６条 市は、第４条第１項の承認を受けた者（以下「市民アイデア事業実施

者」という。）に対し、予算の範囲内において次の各号に掲げる支援を行う

ものとする。

(1) 市ホームページ等による市民アイデア事業に係る広報



(2) 野田市制施行７５周年記念のぼり旗及び横断幕の貸与

２ 市民アイデア事業実施者は、別に定める野田市制施行７５周年記念ロゴマ

ークを使用することができる。

（変更の承認の申請）

第７条 市民アイデア事業実施者が当該承認に係る事業の内容を変更し、又は

中止しようとするときは、野田市制施行７５周年記念市民アイデア事業変更

承認申請書に変更の事実が確認できる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。

（変更の承認の決定等）

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、市民ア

イデア事業の変更承認の可否を決定し、野田市制施行７５周年記念市民アイ

デア事業変更承認（不承認）決定通知書により申請者に通知するものとする。

（承認の取消し等）

第９条 市長は、市民アイデア事業実施者が次の各号のいずれかに該当するこ

とが判明したときは、承認を取り消し、野田市制施行７５周年記念市民アイ

デア事業取消通知書により市民アイデア事業実施者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により市民アイデア事業の承認を受けたとき。

(2) この要領又は承認の条件に違反したとき。

２ 前項の規定により承認を取り消された者は、当該取り消された事業に関す

る広告等から市民アイデア事業の表示を直ちに削除しなければならない。

３ 市民アイデア事業の実施及び第１項の規定による承認の取消しにより市民

アイデア事業実施者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

（補則）

第１０条 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、令和７年２月１３日から施行する。

（失効）

２ この要領は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。


